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新型コロナウイルスの影響を被った法⼈向け税制優遇の再

改正 
 

今回ニュースレターVol.5でご案内したコロナ禍の状況における法⼈向け税制優遇に関

する⼀部内容の改正について解説いたします。 

2021 年 7 ⽉ 1 ⽇に財務⼤⾂規則 2021 年第 9 号(PMK9)の改正として財務⼤⾂規則

2021 年第 82 号(PMK82)が公布され、期限が 2021 年 12 ⽉度まで再延⻑されること

となりました。その後、2021 年 10 ⽉ 25 ⽇に財務⼤⾂規則 2021 年第 149 号

(PMK149)が公布され、PMK9 及び PMK82 の内容について⼀部改正が加えられました。 

PMK149 に規定されている、優遇を受けるための条件及び優遇内容を簡単にまとめた

ものが以下の表になります。⾚字が PMK82 から改正された点となります。 

 

https://www.crowe.com/id/-/media/Crowe/Firms/Asia-Pacific/id/CroweHorwathID/Japan-Desk-Newsletters/Japan-Desk-Newsletter-Vol-5.pdf
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PMK149 による改正のポイントとしては以下の通りとなります。 

 PPh22、PPh25 及び VAT の優遇については、優遇を受けられる対象業種の数が

PMK82 により⼀旦⼤幅削減されたものの、PMK149 により再び拡⼤されています。

具体的には PPh22 は 132 業種から 397 業種へ、PPh25 は 216 業種から 481 業

種へ、VAT は 132 業種から 229 業種へそれぞれ拡⼤されています。そのため、

PMK82 により対象外となった業種の企業様におかれましては、再び優遇対象の業

種となっているか否かについて改めてご確認ください。 

 PPH25 の優遇について、PMK149 により優遇対象の業種に追加された場合、

2021 年 11 ⽉ 15 ⽇までに申請すれば、2021 年 10 ⽉度の申告より優遇が受けら

れることとなります。 

各税制優遇を利⽤できる業種のリストは PMK149 の付表に記載があります。現時点で

もコロナ禍の影響は続いており、今後も追加の税制優遇措置が公表される可能性があ

りますので、引き続き税務総局からの発表に注⽬したいと思います。 
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本件に関するご質問⼜はご相談(会計監査、各種コンサルティング)等がございました

ら、お気軽に Crowe Indonesia ジャパンデスクまでお問い合わせください。 
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